
改定保育所保育指針について  

市町村セミナー  平成20年6月19日  

厚生労働省雇用均等・児童家庭局保育課   



保育所保育指針の改定について  
「保育所保育指針改定に関する検討会」報告書（平成19年12月21日）  

保育所が果たすべき役割を再確認し、その役割・機能が適切に発揮できるよう、保育  
の内容の質を高める観点から、指針の内容の改善■充実を図ることが必要。特に保育  

所の組織性や職員の専門性の向上が求められる。  

○指   
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【  

改定に伴う今後の検討課題  

○指針の趣旨・内容の保育現場等への伝達・普及  

○保育内容の充実に資するための制度改正（児童福祉施設最低基準の見直し）   

※養護及び教育を一体的に行うという保育所保育の特性を明記  

○保育所における人材の確保と定着  

○保育環境等の整備  

○保育の質の向上のためのプログラムの策定  
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新保育所保育指針について   



二：：講  

第1章「総則」  

1．趣旨 保育所保育指針とは何か  
「保育所における保育の内容に関する事項及びこれに関する運営に関する事項」を定めたもの  
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2．発達過程  一人一人の子どもの発達過程をおおむね8つの区分としてとらえる。  
子どもがたどる発達の道筋を理解し、一人一人の子どもの状態を把握しながら、その発達を援助する。  

（5）おおむね3歳  

○基本的生活習慣の形成  

○話し言葉の基礎の形成、知的興味・関心の高まり  
○友達との関わりが増えるが平行遊びも多い  

○予想や意図、期待を持った行動  

（8）おおむね6歳  

○滑らかで巧みな全身運動、意欲旺盛で快活  
○仲間の意思の尊重、役割分担や共同遊びの展開  
○経験や知識を生かし、創意工夫を重ねる  
○思考力や認識力の高まり、自然・社会事象などへの  
興味，関心の深まり。自立心の高まり  

7   




